
（
直
系
尊
属
か
ら
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
）

（
直
系
尊
属
か
ら
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
）

第
二
十
三
条
の
五
の
三

省

略

第
二
十
三
条
の
五
の
三

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

22

22

施
行
令
第
四
十
条
の
四
の
三
第
三
十
九
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項

同

上

23

23

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

教
育
資
金
管
理
契
約
に
関
す
る
事
務
の
全
部
の
移
管
が
さ
れ
た
施
行
令
第
四
十

一

教
育
資
金
管
理
契
約
に
関
す
る
事
務
の
全
部
の
移
管
が
さ
れ
た
施
行
令
第
四
十

条
の
四
の
三
第
三
十
九
項
に
規
定
す
る
移
管
先
の
営
業
所
等
の
名
称
、
所
在
地
及

条
の
四
の
三
第
三
十
九
項
に
規
定
す
る
移
管
先
の
営
業
所
等
の
名
称
、
所
在
地
及

び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ

用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
そ
の
移
管
が
さ
れ
た
年
月
日

の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
そ
の
移
管
が
さ
れ
た
年
月
日

二
～
五

省

略

二
～
五

同

上

～

省

略

～

同

上

24

30

24

30

（
直
系
尊
属
か
ら
結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非

（
直
系
尊
属
か
ら
結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非

課
税
）

課
税
）

第
二
十
三
条
の
五
の
四

省

略

第
二
十
三
条
の
五
の
四

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

21

21

国
税
庁
長
官
は
、
別
表
第
十
二
㈠
か
ら
別
表
第
十
二
㈤
ま
で
の
書
式
及
び
別
表
第

国
税
庁
長
官
は
、
別
表
第
十
二
㈥
の
様
式
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
所
要

22

22

十
二
㈥
の
様
式
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
所
要
の
事
項
を
付
記
す
る
こ
と
又

の
事
項
を
付
記
す
る
こ
と
又
は
一
部
の
事
項
を
削
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
一
部
の
事
項
を
削
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
税
庁
長
官
は
、

併
せ
て
こ
れ
ら
の
用
紙
の
大
き
さ
を
別
表
第
十
二
㈠
か
ら
別
表
第
十
二
㈥
ま
で
に
定

め
る
大
き
さ
以
外
の
大
き
さ
（
産
業
標
準
化
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本

産
業
規
格
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

省

略

同

上

23

23

（
個
人
の
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
の
贈
与
税
の
納
税
猶
予
及
び
免
除
）

（
個
人
の
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
の
贈
与
税
の
納
税
猶
予
及
び
免
除
）

第
二
十
三
条
の
八
の
八

省

略

第
二
十
三
条
の
八
の
八

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

13

13

法
第
七
十
条
の
六
の
八
第
八
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し

同

上

14

14

た
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
三

号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

法
第
七
十
条
の
六
の
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
贈
与
に
よ
り
特
定
事
業

三

法
第
七
十
条
の
六
の
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
贈
与
に
よ
り
特
定
事
業
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用
資
産
を
取
得
し
た
者
が
当
該
贈
与
の
直
前
に
お
い
て
当
該
特
定
事
業
用
資
産
に

用
資
産
を
取
得
し
た
者
が
当
該
贈
与
の
日
ま
で
引
き
続
き
三
年
以
上
に
わ
た
り
当

係
る
同
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
事
業
に
従
事
し
て
い
た
旨
及
び
そ
の
事

該
特
定
事
業
用
資
産
に
係
る
同
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
事
業
に
従
事
し

実
の
詳
細
を
記
載
し
た
書
類

て
い
た
旨
及
び
そ
の
事
実
の
詳
細
を
記
載
し
た
書
類

四
～
八

省

略

四
～
八

同

上

～

省

略

～

同

上

15

31

15

31

（
特
定
の
放
送
用
施
設
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
に
つ
い
て
の
課
税
価
格
の
計

（
特
定
の
放
送
用
施
設
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
に
つ
い
て
の
課
税
価
格
の
計

算
の
特
例
）

算
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
十
三

施
行
令
第
四
十
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務

第
二
十
四
条
の
十
三

施
行
令
第
四
十
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す

則
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
送
信
空
中
線
系
と
す
る
。

る
送
信
空
中
線
系
と
す
る
。

２

省

略

２

同

上

（
認
定
事
業
再
編
計
画
等
に
基
づ
き
行
う
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手

（
認
定
事
業
再
編
計
画
等
に
基
づ
き
行
う
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
の
手

続
等
）

続
等
）

第
三
十
条
の
二

法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ

第
三
十
条
の
二

同

上

の
登
記
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
の
主
務
大
臣
の
証
明
書
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
登
記
を
受
け
る
事
項

が
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

省

略

一

同

上

二

当
該
登
記
を
受
け
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
施
行
令
第
四
十
二
条
の
六
第
二
項
各

二

当
該
登
記
を
受
け
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
認
定
事
業
再
編
計
画
（
法
第
八
十
条

号
に
掲
げ
る
計
画
に
係
る
認
定
の
日

第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
再
編
計
画
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
（
施
行
令
第
四
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
認

定
事
業
基
盤
強
化
計
画
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
認
定
の
日

三

当
該
登
記
を
受
け
る
者
に
係
る
施
行
令
第
四
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る

三

当
該
登
記
を
受
け
る
者
に
係
る
施
行
令
第
四
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る

金
額
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
計
画
に
つ
い
て
既
に
法
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
か

金
額
（
一
の
認
定
事
業
再
編
計
画
又
は
一
の
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
に
つ
い
て

ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
の

既
に
法
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ

ほ
か
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
適
用
に
係
る
資
本
金
の
額
の
増
加
の
内
容
）

と
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
の
ほ
か
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
適
用
に
係
る
資
本

金
の
額
の
増
加
の
内
容
）

２
～
６

省

略

２
～
６

同

上
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